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新型コロナウイルス感染症への対応について(第３７報) 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症への対応について、以下のとおりお知らせします。 

  

 

 

１．報告事項 

(1) 市立学校園の休校園期間の延長について        別紙１のとおり 

   (学校教育部学校教育課他) 

 

(2) 就学前保育施設の対応方針について         別紙２のとおり 

   (子ども・未来部子育て応援室保育振興課) 

 

(3) 公共施設の対応について              別紙３のとおり 

     (地域創生部市民協働室協働推進課他) 

 

(4) 市主催及び指定管理者主催イベントの対応について  別紙４のとおり 

   (地域創生部市民協働室文化スポーツ課) 

 

(5) 新型コロナウイルス感染症に伴う解雇・離職者等に対する市営住宅の提供について 

(まちの再生部都市政策室都市計画課)       別紙５のとおり 

 

   (6) 訪問系介護サービス事業所へのマスクの配布について 別紙６のとおり  

      (福祉共生部健康推進室介護保険課) 

 

   (7) 公園駐車場の閉鎖及び千丈寺湖周辺公園のバーベキュー利用の禁止について 

      (まちの再生部地域整備室公園みどり課)      別紙７のとおり 



別紙１ 

市立学校園の休校園期間の延長について 

 

4 月７日に緊急事態宣言が発せられて以降、外出自粛等の感染拡大防止に取り組んでき

たところです。しかしながら、今もなお国内及び県内における感染者の状況は、楽観でき

るものでなく、感染拡大防止の取り組みについて「緩み」がでないよう、継続することが

必要と考えます。 

三田市といたしましては、こうした状況を重く受け止め、児童・生徒の健康と安全を何

よりも優先すべきとの考えから、市立学校園の臨時休校園期間を 5 月 31 日まで延長する

ことといたします。 
 

１．三田市立小、中、特別支援学校の対応 

（１）臨時休校期間 

 ５月末まで休校とする。 

（２）特例登校及び放課後児童クラブと連携した児童の預かり実施 

これまで通り実施。原則、事前に申し込みが必要。 

・14 時 30 分までは全小学校で特例登校を実施(医療、介護従事者など市民生活の維持

に必要な仕事に付かれている場合など家庭で一人で過ごせない児童を受け入れ)。 

・14 時 30 分以降は放課後児童クラブにつなぐ(対象者)。 

（３）児童生徒の生活、学習への支援 

 週 1 回程度、学校から電話による確認や相談を実施する。 

学校から学年に応じ配布する学習課題の支援を行う。インターネットを利用した学習

支援動画の配信を行う。 

（４）その他 

・毎日の検温等、児童生徒の健康管理のチェックを継続する。 

  ・学校再開に向けて新型コロナウイルスの感染拡大状況や兵庫県、近隣市の状況を見

ながら、登校日を検討する。 

  ・中学校の部活動について、休校期間中は実施しない。 
 

２．市立幼稚園・私立認定こども園(1 号認定の園児のみ)の対応 

 (１)臨時休園期間等 

５月末まで休園とする。 

・臨時休園中、引き続き保護者が医療従事者である場合やひとり親家庭で保護者が仕

事を休むことができない場合等、家庭保育が困難な場合については保育を行う。 

※私立認定こども園(１号認定の園児のみ)についても、上記と同様の対応を市から要

請する。 

 (２)上記休園期間以降の対応は、今後の状況により判断していくこととなる。 

 

 
学校教育部学校教育課（担当：山本） 

内線 6210/直通 559-5136 
子ども・未来部子育て応援室保育振興課（担当：松本） 

内線 2650/直通 559-5073  
子ども・未来部子育て応援室幼児教育振興課（担当：後田） 

内線 2660/直通 559-5232  



別紙２ 

 

三田市内就学前保育施設の対応方針について 

 

就学前保育施設の「特別保育」の期間を 5月 6日までとしておりましたが、５

月末まで延長することとし、事業者及び保護者に要請を行います。なお、現在休

所中の市立三田保育所については、5月 9日から再開のうえ、特別保育に移行し

ます。 

                記 

１．対象施設     認可保育所（9施設）、小規模保育施設（6施設）、 

認定こども園の 2号及び 3号園児（12 施設） 

※「2号及び 3号園児」・・・保育の必要性のある子ども 

２．特別保育延長期間 令和２年 5月７日（木）～5月 31 日（日） 

           ※ただし、日・祝をのぞく。 

３．実施スケジュール ４月 28 日（火）  事業者へ要請 

                      ５月１日（金）～ 各施設で特別保育申請受付開始 

４．特別保育の内容 

   医療従事者や警察、消防、介護等社会の機能を維持するために就業を継続

することが必要な人、ひとり親家庭で保護者が仕事を休むことが困難な場合、

特別に支援が必要な子どもなど、真にやむを得ない場合に限り受け入れを行

います。 

５．特別保育の手続き 

真にやむを得ない理由等を記した特別保育申請書を各施設に提出。 

６．保育料 

月毎に登園日数で日割計算し、生じた差額は後日還付します。 

 

 

子ども・未来部子育て応援室 
保 育 振 興 課 （ 担 当 ： 松 本 ） 
直通 559 - 5 0 7 3  内線 265 0 



別紙３ 

公共施設の対応について 

 

  現在、国の緊急事態宣言を受け、本市においても非常事態宣言を発令して公共施

設の利用停止や市民の皆様には、不要不急の外出自粛にご協力をいただくなど、感

染症拡大防止の取り組みを行ってきたところです。しかしながら、国・県等におけ

る感染者の状況は楽観視できる状況ではなく、当面の間継続した取り組みが必要と

考えることから、感染拡大の防止と利用者の皆さまの安全確保を行うため、利用停

止期間を５月３１日（日）まで延長いたします。 

 

 対象施設一覧 

該当施設 現状 変更後 

①さんだ・広野・藍・フラワータ

ウン・ウッディタウン各市民

センター、有馬富士共生セン

ター、高平ふるさと交流セン

ター、ふれあいと創造の里、総

合福祉保健センター 

貸館の停止： 

3/14～5/6 

オープンスペース等の

利用制限： 

3/7～5/6 

開館：平日 9:00～17:30 

土日祝日 休館 

貸館の停止： 

3/14～5/31 

オープンスペース等の

利用制限： 

3/7～5/31 

開館：平日 9:00～17:30 

土日祝日 休館 

②まちづくり協働センター 貸館の停止： 

4/9～5/6 

オープンスペース等の

利用制限： 

3/7～5/6 

開館：平日 10:00～17:30 

土日祝日 ６階閉鎖 

貸館の停止： 

4/9～5/31 

オープンスペース等の

利用制限： 

3/7～5/31 

開館：平日 10:00～17:30 

土日祝日 ６階閉鎖 

③総合文化センター（郷の音ホ

ール） 

貸館の全面停止： 

4/9～5/6 

平日 9:00～17:30 

※駐車目的の駐車場利

用のみ可 

貸館の全面停止： 

4/9～5/31 

平日 9:00～17:30 

※駐車目的の駐車場利

用のみ可 

④図書館（本館、ウッディタウン

分館、藍分室） 

休館：3/7～5/6 

※分館、分室 

→土日祝日は、休館 

休館：3/7～5/31 

※分館、分室 

→土日祝日は、休館 

⑤学校施設開放 屋外施設の利用停止：

4/9～5/6 

屋内施設利用停止： 

3/7～5/6 

屋外施設の利用停止：

4/9～5/31 

屋内施設利用停止： 

3/7～5/31 



⑥学習施設（有馬富士学習セン

ター・ふるさと学習館・旧九鬼

家住宅資料館・三輪明神窯史

跡園） 

休館：3/7～5/6 休館：3/7～5/31 

⑦文化施設（ガラス工芸館・野外

活動センター・淡路風車の丘・

心道会館） 

休館：3/7～5/6 休館：3/7～5/31 

⑧屋内スポーツ施設（アメニス

城山体育館、親和学園駒ケ谷

体育館、ふれあいと創造の里

勤労者体育館、高平ふるさと

交流センター多目的ホール） 

利用停止：3/7～5/6 利用停止：3/7～5/31 

⑨屋外スポーツ施設（城山公園、

駒ケ谷運動公園、三田谷公園、

中央公園、下青野公園、小野公

園、テクノ公園、学園東公園） 

有料施設（野球場、陸上競

技場、テニスコート等）の利

用停止：4/9～5/6 

更衣室、シャワー室の利

用停止：3/7～5/6 

有料施設（野球場、陸上競

技場、テニスコート等）の利

用停止：4/9～5/31 

更衣室、シャワー室の利

用停止：3/7～5/31 

⑩地域子育て支援拠点（駅前子

育て交流ひろば、駒ケ谷運動

公園子育て交流ひろば、地域

子育て支援センター、多世代

交流館） 

閉室：3/5～5/6 閉室：3/5～5/31 

⑪児童厚生施設（池尻児童館） 休館：3/5～5/6 休館：3/7～5/31 

⑫多世代交流施設（多世代交流

シニア・ユースひろば） 

休館：3/5～5/6 休館：3/7～5/31 

 

① ～ ⑦ 地 域 創 生 部 市 民 協 働 室 協 働 推 進 課 

（ 担 当 ： 足 立 ） 直 通 5 5 9 － 5 0 ３ ９ ( 内 線 2 4 7 0 ) 

⑧ ・ ⑨ ま ち の 再 生 部 地 域 整 備 室 公 園 み ど り 課 

（ 担 当 ： 青 野 ） 直 通 5 5 9 － 5 1 1 0 ( 内 線 2 8 4 0 ) 

⑩～⑫子ど も ・未来部子ども未来室す くす く子育て課 

（ 担 当 ： 横 溝 ） 電 話 5 5 9 - 5 0 7 9 （ 内 線 2 6 1 0 ） 

 



 

別紙４ 

 

市主催及び指定管理者主催イベントの対応について 

 

現在、国の緊急事態宣言を受け、本市においても非常事態宣言を発令して公共施設の

利用停止や市民の皆様には、不要不急の外出自粛にご協力をいただくなど、感染症拡大

防止の取り組みを行ってきたところです。しかしながら、国・県等における感染者の状

況は楽観視できる状況ではなく、当面の間継続した取り組みが必要と考えることから、

感染拡大の防止と利用者の皆さまの安全確保を行うため、市主催及び指定管理者主催イ

ベントの中止又は延期の期間を５月３１日（日）まで延長いたします。 

あわせて市民・団体等が実施されるイベント及び集会等についても自粛を要請して参

ります。 

 

記 

 

１ 期 間 : 令和２年５月３１日(日)まで 

 

２ 対 象 : 市主催行事、市指定管理施設の主催行事及び集会等 

※市民、団体等の主催のイベント及び集会等についても自粛を呼びかけます。 

地 域 創 生 部 市 民 協 働 室 

文化スポーツ課(担当：横溝） 

直通 55 9－5 0 2 2 (内線 24 1 0 ) 



別紙５ 

 

新型コロナウイルス感染症に伴う解雇・離職者等に対する 

市営住宅の提供について 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、解雇や離職、収入が減ったこ
とにより、住居の退去を余儀なくされる方を対象に、抽選によらず、申請受付
順（先着順）により、三田市営住宅を提供します。 
 
１ 提供する市営住宅 
  ５戸   

団地名 間取り 戸数 家賃 

大池南団地 ３ＬＤＫ ２ ２８，５００円 

西山団地２号棟 ３ＬＤＫ ２ ３２，１００円 

南が丘団地 ３ＬＤＫ １ ３３，５００円 

   
２ 入居期間 
  入居日から原則１年以内 
 
３ 入居資格 
  市内在住又は在勤で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、解雇
や離職、収入が減ったことにより、住居の退去を余儀なくされる方 

    
４ 家賃等 
（１）使用される部屋の最低家賃を適用 

（２）家賃のほか、光熱水費、共益費、駐車場使用料については自己負担 
（３）敷金免除 

 

５ 申し込みの受付 
（１）受付開始 

令和２年５月７日（木）午前９時から 
 （２）受付時間 

平日午前９時から午後５時３０分まで 
（３）受付方法 

申請受付順（先着順）とします。 
まずは、お電話でお問い合わせください。 
※郵送及び電子メール等での申請も可能です。 

 
６ お問い合わせ先、申し込み先 

三田市まちの再生部都市政策室都市計画課住宅政策係 
〒６６９－１５９５ 三田市三輪２丁目１－１ 
電 話：０７９－５５９―５１０３ 
ＦＡＸ：０７９－５５９－７４００ 
E—mail：tosike_u@city.sanda.lg.jp 

 
ま ち の 再 生 部 都 市 政 策 室 

都 市 計 画 課 ( 担 当 ： 榎 本 ) 

直通５５９－５１０３（内線２８５０） 



別紙６ 

 

訪問系介護サービス事業所へのマスクの配布について 

 

兵庫県から訪問介護事業所への支援としてマスクの提供がありました。市が民間事業

者から寄付を受けたものと合わせ計 1,950 枚を下記のとおり訪問系介護サービス事業所

に配布します。 

 

 

記 

  

１ 提供対象事業者   

 事業所数 提供枚数 

介護保険サービス事業所 

（訪問系サービス事業所） 
39 カ所 各 50 枚 1,950 枚 

   ・兵庫県からの提供分 700 枚 

・市が大阪広域生コンクリート協同組合から寄付を受けた 2,000 枚の内 1,250 枚 

 

２ 提供方法 

   各事業所に 4月 30 日に郵送で配布します。 

 

 

 

 

 

     

福祉共生部健康推進室 

介護保険課（担当：岸田） 

直通 559-5078 内線 2530 

 



別紙７ 

 

公園駐車場の閉鎖及び千丈寺湖周辺公園のバーベキュー利用の禁止について 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う公園利用の混雑回避のため、公園駐

車場を閉鎖します。 

また、千丈寺湖周辺公園でのバーベキュー利用を禁止します。 

 

 

 

１ 実施期間            ５月２日（土）～５月６日（水・祝） 

 

２ 駐車場を閉鎖する公園      ２３公園 

 

３ バーベキュー利用を禁止する公園    ・下青野公園 

                     ・小野公園 

                     ・加茂山第１公園 

                     ・加茂山第２公園 

                     ・加茂山第３公園 

                ※その他の公園については従前より禁止 

 

ま ち の 再 生 部 地 域 整 備 室 
公園みどり課（担当：青野） 
直通 559-5110  内線 2840 



公園名 種別 駐車台数

1 末西公園 街区公園 30

2 末東公園 街区公園 58

3 尼寺公園 街区公園 7

4 下黒川第2公園 街区公園 10

5 加茂山第1公園 街区公園 14

6 加茂山第2公園 街区公園 15

7 加茂山第3公園 街区公園 11

8 加茂山第4公園 街区公園 30

9 あかしあ台公園 近隣公園 10

10 ダムサイド公園 近隣公園 15

11 東浦公園 近隣公園 35

12 けやき台公園 近隣公園 11

13 三田谷公園 地区公園 25

14 はじかみ池公園 地区公園 21

15 学園東公園 地区公園 33

16 テクノ公園 地区公園 34

17 小野公園 地区公園 59

18 下青野公園 地区公園 79

19 中央公園 総合公園 149

20 深田公園 総合公園 13

21 城山公園 運動公園 190

22 駒ケ谷運動公園 運動公園 300

23 有馬富士森林公園 その他 40

閉鎖する公園駐車場


